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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２５年１月２４日 １３時３０分ごろ～２５日 １１時４

０分ごろの間） 

発生場所 広島県尾道市加島東方沖 

 尾道市所在の海老港西防波堤灯台から真方位２０６°２,４８０ｍ

付近 

 （概位 北緯３４°２２.４′ 東経１３３°１５.０′） 

事故調査の経過  平成２５年１月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長及び甲板員からの意見聴取は、両人が本事

故で死亡したため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第２宏
こう

陽
よう

丸、６.６０トン 

   ＨＳ２－０１３２４（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.３０ｍ（Lr）×３.０１ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５８年１０月８日 

Ｂ 搭載艇 （船名なし） 

   なし、個人所有 

   長さ ３.０ｍ、幅 １.０ｍ、深さ ０.６ｍ（実測） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１１月２０日 

    免許証交付日 平成２１年３月１１日 

           （平成２６年７月９日まで有効） 

  甲板員 男性 ７５歳 

 死傷者等 死亡 ２人（船長及び甲板員） 

 損傷 なし 

 事故の経過  Ａ船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成２５年１月２４日１３時

３０分ごろ、尾道市山波町の船溜
だ

まり（以下「本件船溜まり」とい

う。）を発し、本件船溜まりの南方約５km にある、尾道市加島東方沖

約３００ｍののり網（以下「本件のり網」という。）に向かった。 

 船長の家族は、Ａ船が、２１時００分ごろになっても本件船溜まり

に帰らないので、２１時０３分ごろ１１８番通報した。 
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海上保安庁は、巡視船艇及び航空機（ヘリコプター）で捜索を行

い、本件のり網に係留されているＡ船を発見した後、２５日０４時０

８分ごろ、本件のり網設置場所の水深約１０ｍの海底で、潜水士が船

長を発見して巡視艇に揚収し、１０時２０分ごろ、のり棚とのり棚と

の間で転覆しているＢ船を発見した。 

甲板員は、尾道市浦崎町の海岸沖で、地元の漁業協同組合員により

発見され、２５日１１時４０分ごろ１１８番通報された。 

船長及び甲板員は、共に死因が溺水、死亡推定時刻が２４日午後と

検案された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

（1） 気象 １月２４日 １３時００分～２２時００分 

天気 晴れ、風向 南西～西南西、風力 ３～４、視界 良

好、気温 約８.０～１１.９℃ 

   警報、注意報の発表状況 

    広島地方気象台は、尾道市に１月２４日１６時２８分に強風

注意報及び波浪注意報を発表し、１月２６日１８時１４分に解

除した。 

（2） 海象 海面水温 約９℃ 

 その他の事項 

 

 Ｂ船は、のりを酸処理する作業に使用されていた箱船で、船首尾か

ら約０.５ｍの位置に設けられた横方向の仕切り板により、船体が３

つの区画に分割されており、ふだん、船長が、中央にある長さ約２ｍ

の区画に薬品を入れ、両端の区画に船長と甲板員とが別れて乗ってお

り、本件船溜まりと本件のり網との間を移動する際、Ａ船に搭載され

ていた。 

Ｂ船は、薬品約８０ℓを積んで２人が乗船した場合、乾舷が約０.２

ｍ程度であった。 

船長及び甲板員は、発見時、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長及び甲板員の死因は、溺水であった。 

Ａ船は、２４日１３時３０分ごろ本件船溜まりを発し、海上保安庁

が、２５日０４時０８分ごろ加島東方沖の本件のり網設置場所の水深

約１０ｍの海底で船長を発見し、浦崎町の海岸沖で地元の漁業協同組

合員が、１１時４０分ごろ甲板員を発見した旨の１１８番通報したこ

とから、２４日１３時３０分ごろ以降の本件のり網に到着した時から

２５日１１時４０分ごろの間において、船長及び甲板員が、それぞれ

落水したものと考えられるが、落水した状況を明らかにすることはで

きなかった。 
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船長及び甲板員は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に

至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が、本件船溜まりを発し、加島東方沖の本件のり網

において、本件のり網に到着した後、船長及び甲板員が落水したこと

により発生したものと考えられる。 

参考 船長及び甲板員が所属する漁業協同組合は、平成２５年２月４日付

けで同組合長が救命胴衣着用の励行を呼び掛ける文書を発出し、組合

員に周知した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船体のバランスが悪い小型ボートで作業を行う場合、救命胴衣を

着用し、風波が強まったら、作業を中止すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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